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発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン改訂
新旧対照表

（朱色傍線部分は変更部分）

改 正 （令和 5年 6 月） 現 行 （最終改正：令和 4年 8 月） 備 考

はじめに はじめに

（略） （略）

１．～４．（略） １．～４．（略）

５．原材料費等の高騰・納期遅延等の状況における適正な請負代 ５．原材料費等の高騰・納期遅延等の状況における適正な請負代

金の設定及び適正な工期の確保（建設業法第１９条第２項、第１ 金の設定及び適正な工期の確保（建設業法第１９条第２項、第１

９条の３、第１９条の５） ９条の３、第１９条の５）

（１）～（２）（略） （１）～（２）（略）

（３）原材料費等のコストの上昇分を取引価格に反映せず、従来 （新設）

どおりに取引価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的

地位の濫用の要件の１つに該当するおそれ

公正取引委員会は、令和５年３月１日「令和５年中小事業者等

取引公正化推進アクションプラン」の第３独占禁止法及び下請法

の考え方の周知徹底の項目において、法律上問題となり得る取引

価格の据え置きに関する考え方が示されている。

公正取引委員会は、令和４年１月２６日、「下請代金支払遅延等

防止法に関する運用基準」（平成１５年公正取引委員会事務総長通

達第１８号。以下「下請法運用基準」という。）を改正するととも

に、同年２月１６日、公正取引委員会のウェブサイトに掲載して

いる「よくある質問コーナー（独占禁止法）」のＱ＆Ａに、下記の

①及び②の２つの行為がこれに該当することを明確化した。
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① 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの

上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交

渉の場において明示的に協議することなく、従来どおり

に取引価格を据え置くこと

② 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが

上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求め

たにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子

メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どお

りに取引価格を据え置くこと

※下請法運用基準は、上記の「取引の相手方」を「下請

事業者」としている。

上記の下請法運用基準の改正等において、

・ ①に該当する行為については、多くの場合、発注者のほ

うが取引上の立場が強く、受注者からはコスト上昇が生じ

ても価格転嫁を言い出しにくい状況にあることを踏まえ、

積極的に発注者からそのような協議の場を設けることが円

滑な価格転嫁を進める観点から有効かつ適切であることか

ら、明示的に協議を行わないことを、

・ ②に該当する行為については、受注者からコスト上昇を

踏まえた取引価格引上げの要請があったにもかかわらず、

受け入れない場合には、その理由については書面等の形に

残る方法で伝えることが円滑な価格転嫁を進める上では有

効かつ適切であることから、書面等による回答を行わない

ことを、

それぞれ独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件の１つに該当

するおそれがある行為として挙げていることについても留意し

なければならない。

６．～ 10－３．（略） ６．～ 10－３．（略）

10－４ 下請中小企業振興法・振興基準との関係について （新設）

下請中小企業振興法（昭和４５年法律第１４５号。経済産業省、
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業所管省庁共管。以下「下請振興法」という。）は、下請中小企業

を育成・振興する支援法としての性格を有する法律であり、広く

下請振興を図る観点から、建設工事の請負が適用されない下請法

よりも、対象となる取引の範囲が広く、全ての取引が対象となっ

ている。

また、下請振興法第３条第１項に基づく振興基準は、下請中小

企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般

的な基準で、親事業者と下請事業者の望ましい、あるべき取引の

姿を示し、また、主務大臣（事業を所管する大臣）が必要に応じ

て下請事業者及び親事業者に対して指導、助言を行う際に用いら

れている。

下請振興法では、「親事業者」を、資本金等が自己より小さい中

小企業者に対し、製造委託等をすることを業として行うものと定

義し、親事業者の取引の相手方を指す「下請事業者」を、資本金

等が自己より大きいものから委託を受けて、製造委託等をするこ

とを業として行う中小企業者と定義している。

建設工事における親事業者は、建設工事の請負契約の発注者、

元請負人が該当し、下請事業者とは、建設工事の請負契約の元請

負人、下請負人が該当し、さらに、建設業者が請け負った建設工

事に使用する建設資材の製造を委託する場合や設計図等の作成を

委託する場合なども該当する。

したがって、建設工事の請負契約の発注者・受注者間、元請・

下請間だけでなく、建設工事に関係する、資材業者、建設機械又

は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送事業者及び建設関連業者

等との取引においても、特に振興基準に示す下記事項について配

慮を徹底し、下請中小企業を含むサプライチェーン全体で付加価

値向上を目指すことができるような、親事業者と下請事業者の相

互理解と信頼によって支えられる互恵的な取引関係を構築してい

く必要がある。

○ 対価の決定の方法の改善

○ 下請代金の支払方法の改善

○ 働き方改革の促進を阻害する取引慣行の改善

○ 業種別ガイドライン及び自主行動計画

○ パートナーシップ構築宣言
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詳しくは、６７～７３ページ参照


